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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　干渉フィルターと、
　前記干渉フィルターからの光を受光する受光素子と、
　前記干渉フィルターと前記受光素子との間に配置され、前記光が透過する部材と、
　前記干渉フィルターを収納し、前記光が通過する光通過孔を有する筺体と、
　前記受光素子を収納する基板と、
を含み、
　前記部材と前記受光素子との間の距離は、前記干渉フィルターから出射される光の波長
の１０倍より大きい距離であることを特徴とする光学モジュール。
【請求項２】
　請求項１に記載の光学モジュールにおいて、
　前記基板は凹部を有し、前記受光素子は前記凹部に配置され、
　前記光通過孔及び前記部材は、前記干渉フィルターと前記受光素子との間に配置される
ことを特徴とする光学モジュール。
【請求項３】
　平面部及び前記平面部内に設けられた穴部を有する基板と、
　前記平面部と同一平面となる仮想平面及び前記穴部に囲われるスペース内に設けられた
受光素子と、
　内部に干渉フィルターを収納し、前記干渉フィルターからの出射光が通過する光通過孔
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を有する筐体、及び前記光通過孔に設けられた透光部材を有し、前記透光部材が前記スペ
ース内に位置し、前記筐体が前記平面部に接合される光学フィルターデバイスと、を備え
、
　前記透光部材と前記受光素子との間の距離は、前記干渉フィルターから出射される光の
波長の１０倍より大きい距離であることを特徴とする光学モジュール。
【請求項４】
　請求項３に記載の光学モジュールにおいて、
　前記干渉フィルターは、互いに対向する一対の反射膜と、前記一対の反射膜間のギャッ
プ寸法を変更するギャップ変更部と、を備え、
　前記透光部材と前記受光素子との間の距離は、前記ギャップ寸法を最大にした際に前記
干渉フィルターから出射される光の波長の１０倍より大きい距離であることを特徴とする
光学モジュール。
【請求項５】
　請求項３または請求項４に記載の光学モジュールにおいて、
　前記透光部材と前記受光素子との間の距離は、前記干渉フィルターから出射される光の
波長の１００倍より大きい距離であることを特徴とする光学モジュール。
【請求項６】
　請求項３に記載の光学モジュールにおいて、
　前記穴部は、前記基板に設けられた凹部であり、
　前記受光素子は、前記凹部の底面に設けられていることを特徴とする光学モジュール。
【請求項７】
　請求項３または請求項６のいずれかに記載の光学モジュールにおいて、
　前記穴部は、前記基板を前記平面部の法線方向に沿って貫通した貫通孔であり、
　前記基板は、前記平面部とは反対側の第二平面部を有し、
　当該光学モジュールは、前記第二平面部に接合され、前記平面部の法線方向から見た平
面視において前記貫通孔と重なる位置に配置された第二基板を有し、
　前記受光素子は、前記第二基板に設けられていることを特徴とする光学モジュール。
【請求項８】
　請求項３、請求項６及び請求項７のいずれかに記載の光学モジュールにおいて、
　前記干渉フィルターと前記基板とを接合する遮光性の接合部材を有し、
　前記接合部材は、前記平面部において前記穴部を囲って設けられていることを特徴とす
る光学モジュール。
【請求項９】
　平面部及び穴部を有する基板と、前記平面部と同一平面となる仮想平面及び前記穴部に
囲われるスペース内に設けられた受光素子と、内部に干渉フィルターを収納し、前記干渉
フィルターへの入射光又は前記干渉フィルターからの出射光が通過する光通過孔を有する
筐体、及び前記光通過孔に設けられた透光部材を有し、前記透光部材が前記スペース内に
位置し、前記筐体が前記平面部に接合される光学フィルターデバイスと、を備えた光学モ
ジュールと、
　前記光学モジュールを制御する制御部と、
を具備し、
　前記透光部材と前記受光素子との間の距離は、前記干渉フィルターから出射される光の
波長の１０倍より大きい距離であることを特徴とする電子機器
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光学モジュール、及び電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、光学フィルターを、受光素子が設けられた基板に対して固定する構成として、当
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該光学フィルターを筐体に収納してパッケージ化し、そのパッケージを前記基板に固定す
る構成が知られている（例えば、特許文献１参照）。
　特許文献１に記載の装置は、パッケージがステムとキャップから構成されるＣＡＮパッ
ケージであり、ステムにスペーサを介して、受光素子が設けられた回路ブロックが設けら
れている。また、キャップには窓孔が設けられ、当該窓孔に赤外線光学フィルターが配置
される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１１－２７６９９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、上記特許文献１に記載のようなパッケージ構成では、光学フィルターと受光
素子とが同一パッケージ内に収納されている。上記特許文献１では、パッケージの小型化
を図る際、光学フィルターと受光素子とを近接させる必要がある。しかしながら、光学フ
ィルターとして、波長可変干渉フィルター（ファブリーペローエタロン）を用いる場合、
波長可変干渉フィルターと受光素子との距離によっては、これらの波長可変干渉フィルタ
ーと受光素子との間で光干渉が発生してしまい、測定精度が低下するとの課題があり、パ
ッケージの小型化が困難である。
【０００５】
　一方、波長可変干渉フィルターを収納したパッケージと、受光素子とを別体とする構成
も考えられる。この場合、パッケージを、受光素子が設けられた基板に接合することにな
るが、上述のように、波長可変干渉フィルターと受光素子との間に光干渉が生じない程度
の距離を設ける必要がある。ここで、パッケージと基板とを例えばハンダ等の接合部材に
より接合し、ハンダの厚み寸法により、前記距離を確保する場合、基板に対してパッケー
ジが傾斜してしまう等の課題がある。また、スペーサを介して基板にパッケージを接合す
る構成では、部品点数が増大してしまうとの課題がある。
【０００６】
　本発明は、上記のような課題に鑑み、簡素な構成で、かつ高い測定精度の光学モジュー
ル、及び電子機器を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の光学モジュールは、干渉フィルターと、前記干渉フィルターからの光を受光す
る受光素子と、前記干渉フィルターと前記受光素子との間に配置され、前記光が透過する
部材と、前記干渉フィルターを収納し、前記光が通過する光通過孔を有する筺体と、前記
受光素子を収納する基板と、を含み、前記部材と前記受光素子との間の距離は、前記干渉
フィルターから出射される光の波長の１０倍より大きい距離であることを特徴とする。
　上記の本発明に係る光学モジュールは、干渉フィルターと、前記干渉フィルターからの
光を受光する受光素子と、前記干渉フィルターと前記受光素子との間に配置され、前記光
が透過する部材と、前記干渉フィルターを収納し、前記光が通過する光通過孔を有する筺
体と、前記受光素子を収納する基板と、を含み、前記光は、前記部材と前記受光素子との
間で干渉しないことを特徴とする。
　上記の本発明に係る光学モジュールは、平面部及び前記平面部内に設けられた穴部を有
する基板と、前記平面部と同一平面となる仮想平面及び前記穴部に囲われるスペース内に
設けられた受光素子と、内部に干渉フィルターを収納し、前記干渉フィルターからの出射
光が通過する光通過孔を有する筐体、及び前記光通過孔に設けられた透光部材を有し、前
記透光部材が前記スペース内に位置し、前記筐体が前記平面部に接合される光学フィルタ
ーデバイスと、を備え、前記透光部材及び前記受光素子の距離は、前記干渉フィルターか
ら出射される光が前記透光部材及び前記受光素子の間で干渉しない距離に設定されている
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ことを特徴とする。
【０００８】
　本発明では、基板の穴部の内部に受光素子及び透光部材が収納される。そして、基板の
厚み方向の寸法を利用して、透光部材及び受光素子の距離を、干渉フィルターから出射さ
れる光が透光部材及び受光素子の間で干渉しない距離に設定している。このような構成で
は、透光部材及び受光素子の間で干渉する光の波長域が、干渉フィルターから出射される
光の波長域と重ならない。したがって、透光部材及び受光素子の間で干渉する光が、測定
精度に影響を与えず、高精度に干渉フィルターから出射された光を受光素子で受光させる
ことができる。
　また、従来のように、光学フィルターデバイスをハンダ等の接合部材を用いて基板に接
合し、この接合部材の量により透光部材及び受光素子の距離を設定する場合では、必要な
距離を確保するために、接合部材の量を多くする必要がある。この場合、上述のように、
基板に対する光学フィルターデバイスの傾斜が問題となる。これに対して、本発明では、
上記構成により接合部材により光学フィルターデバイスと基板とを接合する場合でも最小
量の接合部材を用いればよく、光学フィルターデバイスの傾斜を抑制することができ、高
精度に所望波長の光を干渉フィルターから出射させることができる。また、スペーサ等を
介在させて光学フィルターデバイスと受光素子との距離を設定する場合に比べても、部品
点数の削減を図れ、構成の簡略化を図れる。
【０００９】
　本発明の光学モジュールにおいて、前記透光部材及び前記受光素子の距離は、前記干渉
フィルターから出射される光の波長の１０倍より大きい距離であることが好ましい。
　本発明では、透光部材及び受光素子の距離が干渉フィルターからの出射光の波長の１０
倍より大きい。透光部材及び受光素子の距離が干渉フィルターからの出射光の波長の１０
倍以下である場合、例えば透光部材及び受光素子の間において発生する光干渉の影響によ
り、干渉フィルターを透過した目的波長の光の光量が減退する。この場合、光量減退によ
り、ノイズ成分等の影響が大きくなり、測定精度が低下する。これに対して、上記のよう
な構成とすることで、透光部材及び受光素子の間での光干渉の影響を抑制でき、測定精度
低下を抑制できる。
【００１０】
　本発明の光学モジュールにおいて、前記干渉フィルターは、互いに対向する一対の反射
膜と、前記一対の反射膜間のギャップ寸法を変更するギャップ変更部とを備え、前記透光
部材及び前記受光素子の距離は、前記ギャップ寸法を最大にした際に前記干渉フィルター
から出射される光の波長の１０倍より大きい距離であることが好ましい。
【００１１】
　本発明では、透光部材及び受光素子の距離が、干渉フィルターから出射される光の最大
波長の１０倍以上に設定されている。
　本発明では、上記構成により、干渉フィルターにより出射される光の波長を変更した場
合でも、透光部材及び受光素子の間で干渉する光の波長域が、干渉フィルターから出射さ
れる光の波長域と重ならない。したがって、透光部材及び受光素子の間で干渉する光の影
響をより確実に抑制でき、高精度な測定処理（受光処理）を実施できる。
【００１２】
　本発明の光学モジュールにおいて、前記透光部材及び前記受光素子の距離は、前記干渉
フィルターから出射される光の波長の１００倍より大きい距離であることが好ましい。
　本発明では、上記構成よりもさらに、透光部材及び受光素子の距離を大きくすることで
、より確実に透光部材及び受光素子の間での光干渉の影響を抑制でき、測定精度低下を抑
制できる。
【００１３】
　本発明の光学モジュールにおいて、前記穴部は、前記基板に設けられた凹部であり、前
記受光素子は、前記凹部の底面に設けられていることが好ましい。
　本発明では、基板に設けられた凹部内に受光素子を設ける。このような構成では、例え
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ば凹部の底部に受光素子を配置することができ、構成の簡略化を図れる。
【００１４】
　本発明の光学モジュールにおいて、前記穴部は、前記基板を前記平面部の法線方向に沿
って貫通した貫通孔であり、前記基板は、前記平面部とは反対側の第二平面部を有し、当
該光学モジュールは、前記第二平面部に接合され、前記平面部の法線方向から見た平面視
において前記貫通孔と重なる位置に配置された第二基板を有し、前記受光素子は、前記第
二基板に設けられていることが好ましい。
　本発明では、第二基板における、基板の平面部側の面に、受光素子を設けることで、上
記のように、穴部内に受光素子を設けることができる。本発明では、基板の厚みが小さい
場合でも、第二基板に受光素子を設けることで、穴部内に受光素子及び透光部材を配置す
ることができる。また、第二基板と取り換えることで、受光感度を有する波長域が異なる
受光素子を光学モジュールに組み込む等も可能となる。
【００１５】
　本発明の光学モジュールにおいて、前記透光部材及び前記干渉フィルターの距離は、前
記干渉フィルターから出射される光が前記透光部材及び前記受光素子の間で干渉しない距
離に設定されていることが好ましい。
　本発明では、透光部材及び受光素子の他、透光部材及び干渉フィルターの距離も、干渉
フィルターから出射される光が透光部材及び受光素子の間で干渉しない距離に設定してい
る。これにより、より精度の高い測定処理を実施することができる。
【００１６】
　本発明の光学モジュールにおいて、前記光学フィルターデバイス及び前記基板を接合す
る遮光性の接合部材を有し、前記接合部材は、前記平面部において前記穴部を囲って設け
られていることが好ましい。
　本発明では、穴部内に迷光が入射されないので、干渉フィルターから出射される光を高
精度に受光素子に入射させることができ、迷光等によるノイズ成分を好適に除去すること
ができる。
【００１７】
　本発明の電子機器は、平面部及び穴部を有する基板と、前記平面部と同一平面となる仮
想平面及び前記穴部に囲われるスペース内に設けられた受光素子と、内部に干渉フィルタ
ーを収納し、前記干渉フィルターへの入射光又は前記干渉フィルターからの出射光が通過
する光通過孔を有する筐体、及び前記光通過孔に設けられた透光部材を有し、前記透光部
材が前記スペース内に位置し、前記筐体が前記平面部に接合される光学フィルターデバイ
スと、を備えた光学モジュールと、前記光学モジュールを制御する制御部と、を具備し、
前記透光部材及び前記受光素子の距離は、前記干渉フィルターから出射される光が前記透
光部材及び前記受光素子の間で干渉しない距離に設定されていることを特徴とする。
　本発明では、上記発明と同様、受光素子において、簡素な構成で、高精度な測定処理を
実施できる。したがって、電子機器における各種処理においても、構成を複雑にすること
なく、処理精度の向上を図れる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明に係る第一実施形態の画像表示装置の概略を示す正面図。
【図２】第一実施形態の画像表示装置の側断面図。
【図３】第一実施形態の測光部の概略構成を示す正面図。
【図４】第一実施形態の測光部の断面図。
【図５】第一実施形態の波長可変干渉フィルターの概略を示す平面図。
【図６】第一実施形態の波長可変干渉フィルターの概略を示す断面図。
【図７】第一実施形態の画像表示装置のブロック図。
【図８】本発明に係る第二実施形態の測光部の断面図。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
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［第一実施形態］
　以下、本発明に係る第一実施形態の画像表示装置について図面に基づいて説明する。
　［画像表示装置の全体構成］
　図１は、第一実施形態の画像表示装置の概略を示す正面図である。図２は、本実施形態
の画像表示装置における断面図である。
　図１において、本実施形態の画像表示装置１は、本発明における電子機器であり、画像
を表示させる表示部１０と、表示部１０を保持する外装部２０とを備えている。
【００２０】
　表示部１０は、図１及び図２に示すように、表示領域であるディスプレイ１１と、ディ
スプレイ１１を保持するベゼル部１２とを備えている。
　ディスプレイ１１は、例えば液晶パネル、ＰＤＰ（Plasma Display Panel）、有機ＥＬ
等、いかなる表示パネルにより構成されていてもよい。
　ベゼル部１２は、ディスプレイ１１の外周を保持する枠部材である。ベゼル部１２には
、図２に示すように、測光部３０が設けられている。
　また、外装部２０の内部には、ディスプレイ１１や測光部３０を制御する制御部４０（
図７参照）が設けられており、制御部４０により画像表示装置１の全体動作が制御されて
いる。なお、制御部４０の詳細な構成については後述する。
【００２１】
　［測光部の構成］
　次に、ベゼル部１２に設けられた測光部３０について、図面に基づいて説明する。
　図３は、ベゼル部１２の測光部３０が設けられた位置近傍を拡大した正面図である。図
３は、測光部３０の断面を示す図である。
　ディスプレイ１１を囲うベゼル部１２には、測光部３０が取り付けられている。なお、
測光部３０が設けられる位置として、図１及び図２において、ディスプレイ１１の上辺中
心位置に対応した位置を例示するが、これに限定されず、例えばディスプレイ１１の角部
であってもよく、下辺や側辺に設けられる構成としてもよい。
【００２２】
　ベゼル部１２には、図２から図４に示すように、測光部３０を収納可能な収納部１２１
が設けられており、測光部３０は、この収納部１２１に収納可能に設けられている。
　具体的には、測光部３０は、図４に示すように、収納部１２１に収納可能なケース３１
を備え、このケース３１は、回動軸３２によりベゼル部１２の収納部１２１に取り付けら
れている。これにより、ケース３１を、回動軸３２を中心に回動させることで、測光部３
０が、ベゼル部１２の収納部１２１からディスプレイ１１に対向する領域に進退自在とな
る。
【００２３】
　ケース３１は、図４に示すように、フロントパネル３１１と、バックパネル３１２と、
サイドパネル３１３と、を備え、これらのパネル３１１，３１２，３１３は、遮光性部材
により構成されている。また、ケース３１の内部には、本発明の干渉フィルターである波
長可変干渉フィルター５が内蔵された光学フィルターデバイス６００、本発明の基板であ
る回路基板３３、及び本発明の受光素子を構成する光センサー３４が配置されている。な
お、光学フィルターデバイス６００、回路基板３３、及び光センサー３４により、本発明
の光学モジュール３が構成されている。
　フロントパネル３１１は、ケース３１におけるディスプレイ１１とは反対側に配置され
るパネルである。
　バックパネル３１２は、回動軸３２を回動させてケース３１をディスプレイ１１側に進
出させた際に、ディスプレイ１１に対向するパネルである。また、バックパネル３１２の
一部には、ディスプレイ１１から出力された光をケース３１の内部に入射させる貫通窓３
１４が設けられている。
　サイドパネル３１３は、フロントパネル３１１及びバックパネル３１２の外周縁同士を
連結するパネルである。なお、サイドパネル３１３は、フロントパネル３１１又はバック
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パネル３１２と一体構成されていてもよい。
【００２４】
　このようなケース３１では、貫通窓３１４以外からの光がケース３１の内部に入射する
不都合を抑制することができる。また、バックパネル３１２には、貫通窓３１４に対向し
て光学フィルターデバイス６００が配置されている。これにより、光学フィルターデバイ
ス６００に貫通窓３１４からの入射光のみを透過させることができ、外光の影響を抑制す
ることが可能となる。
【００２５】
　［光学フィルターデバイスの構成］
　光学フィルターデバイス６００は、貫通窓３１４から入射した検査対象光から、所定の
目的波長の光を取り出して射出させる装置であり、図４に示すように、筐体６１０と、筐
体６１０の内部に収納される波長可変干渉フィルター５を備えている。
【００２６】
　　（波長可変干渉フィルターの構成）
　図５は、筐体６１０内部に収納された波長可変干渉フィルター５の概略構成を示す平面
図であり、図６は、図５のＡ－Ａ線で切断した、波長可変干渉フィルター５の概略構成を
示す断面図である。
　波長可変干渉フィルター５は、図５及び図６に示すように、固定基板５１及び可動基板
５２を備えている。これらの固定基板５１及び可動基板５２は、それぞれ例えば各種ガラ
スや、水晶等により形成されている。そして、これらの基板５１，５２は、図６に示すよ
うに、接合膜５３（第一接合膜５３１及び第二接合膜５３２）により接合されることで、
一体的に構成されている。具体的には、固定基板５１の第一接合部５１３、及び可動基板
５２の第二接合部５２３が、例えばシロキサンを主成分とするプラズマ重合膜等により構
成された接合膜５３により接合されている。
　なお、以降の説明に当たり、固定基板５１又は可動基板５２の基板厚み方向から見た平
面視、つまり、固定基板５１、接合膜５３、及び可動基板５２の積層方向から波長可変干
渉フィルター５を見た平面視を、フィルター平面視と称する。
【００２７】
　固定基板５１には、図６に示すように、本発明の一対の反射膜の一方を構成する固定反
射膜５４が設けられている。また、可動基板５２には、本発明の一対の反射膜の他方を構
成する可動反射膜５５が設けられている。これらの固定反射膜５４及び可動反射膜５５は
、反射膜間ギャップＧ１を介して対向配置されている。
　そして、波長可変干渉フィルター５には、反射膜間ギャップＧ１の距離（ギャップ寸法
）を調整するのに用いられる本発明のギャップ変更部である静電アクチュエーター５６が
設けられている。この静電アクチュエーター５６は、固定基板５１に設けられた固定電極
５６１と、可動基板５２に設けられた可動電極５６２と、を備え、各電極５６１，５６２
が対向することにより構成されている。これらの固定電極５６１，可動電極５６２は、電
極間ギャップを介して対向する。ここで、これらの電極５６１，５６２は、それぞれ固定
基板５１及び可動基板５２の基板表面に直接設けられる構成であってもよく、他の膜部材
を介して設けられる構成であってもよい。
　なお、本実施形態では、反射膜間ギャップＧ１が電極間ギャップよりも小さく形成され
る構成を例示するが、例えば波長可変干渉フィルター５により透過させる波長域によって
は、反射膜間ギャップＧ１を電極間ギャップよりも大きく形成してもよい。
　また、フィルター平面視において、可動基板５２の一辺側（例えば、図５における辺Ｃ
３－Ｃ４）は、固定基板５１よりも外側に突出する。この可動基板５２の突出部分は、固
定基板５１と接合されない電装部５２６である。この可動基板５２の電装部５２６のうち
、波長可変干渉フィルター５を固定基板５１側から見た際に露出する面は、電装面５２４
であり、後述する電極パッド５６４Ｐ，５６５Ｐが設けられる。
【００２８】
　　（固定基板の構成）
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　固定基板５１には、エッチングにより電極配置溝５１１及び反射膜設置部５１２が形成
されている。この固定基板５１は、可動基板５２に対して厚み寸法が大きく形成されてお
り、固定電極５６１及び可動電極５６２間に電圧を印加した際の静電引力や、固定電極５
６１の内部応力による固定基板５１の撓みはない。
【００２９】
　電極配置溝５１１は、フィルター平面視で、固定基板５１のフィルター中心点Ｏを中心
とした環状に形成されている。反射膜設置部５１２は、前記平面視において、電極配置溝
５１１の中心部から可動基板５２側に突出して形成されている。この電極配置溝５１１の
溝底面は、固定電極５６１が配置される電極設置面５１１Ａとなる。また、反射膜設置部
５１２の突出先端面は、反射膜設置面５１２Ａとなる。
【００３０】
　電極設置面５１１Ａには、静電アクチュエーター５６を構成する固定電極５６１が設け
られている。この固定電極５６１は、電極設置面５１１Ａのうち、後述する可動部５２１
の可動電極５６２に対向する領域に設けられている。また、固定電極５６１上に、固定電
極５６１及び可動電極５６２の間の絶縁性を確保するための絶縁膜が積層される構成とし
てもよい。
　そして、固定基板５１には、固定電極５６１の外周縁に接続された固定引出電極５６３
が設けられている。この固定引出電極５６３は、電極配置溝５１１から辺Ｃ３－Ｃ４側（
電装部５２６側）に向かって形成された接続電極溝（図示略）に沿って設けられている。
この固定引出電極５６３の延出先端部（固定基板５１の辺Ｃ３－Ｃ４側に位置する部分）
は、可動基板５２側に設けられた固定接続電極５６５に、バンプ電極５６５Ａを介して電
気的に接続される。この固定接続電極５６５は、接続電極溝に対向する領域から電装面５
２４まで延出し、電装面５２４において固定電極パッド５６５Ｐを構成する。
【００３１】
　なお、本実施形態では、電極設置面５１１Ａに１つの固定電極５６１が設けられる構成
を示すが、例えば、フィルター中心点Ｏを中心とした同心円となる２つの電極が設けられ
る構成（二重電極構成）などとしてもよい。その他、固定反射膜５４上に透明電極を設け
る構成や、導電性の固定反射膜５４を用い、当該固定反射膜５４から固定側電装部に接続
電極を形成してもよく、この場合、固定電極５６１として、接続電極の位置に応じて、一
部が切り欠かれた構成などとしてもよい。
【００３２】
　反射膜設置部５１２は、上述したように、電極配置溝５１１と同軸上で、電極配置溝５
１１よりも小さい径寸法となる略円柱状に形成され、当該反射膜設置部５１２の可動基板
５２に対向する反射膜設置面５１２Ａを備えている。
　この反射膜設置部５１２には、図６に示すように、固定反射膜５４が設置されている。
この固定反射膜５４としては、例えばＡｇ等の金属膜や、Ａｇ合金等の合金膜を用いるこ
とができる。また、例えば高屈折層をＴｉＯ２、低屈折層をＳｉＯ２とした誘電体多層膜
を用いてもよい。更に、誘電体多層膜上に金属膜（又は合金膜）を積層した反射膜や、金
属膜（又は合金膜）上に誘電体多層膜を積層した反射膜、単層の屈折層（ＴｉＯ２やＳｉ
Ｏ２等）と金属膜（又は合金膜）とを積層した反射膜などを用いてもよい。
【００３３】
　また、固定基板５１の光入射面（固定反射膜５４が設けられない面）には、固定反射膜
５４に対応する位置に反射防止膜を形成してもよい。この反射防止膜は、低屈折率膜及び
高屈折率膜を交互に積層することで形成することができ、固定基板５１の表面での可視光
の反射率を低下させ、透過率を増大させる。
【００３４】
　そして、固定基板５１の可動基板５２に対向する面のうち、エッチングにより、電極配
置溝５１１、反射膜設置部５１２、及び接続電極溝が形成されない面は、第一接合部５１
３を構成する。この第一接合部５１３には、第一接合膜５３１が設けられ、この第一接合
膜５３１が、可動基板５２に設けられた第二接合膜５３２に接合されることで、上述した
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ように、固定基板５１及び可動基板５２が接合される。
【００３５】
　　（可動基板の構成）
　可動基板５２は、フィルター中心点Ｏを中心とした円形状の可動部５２１と、可動部５
２１と同軸であり可動部５２１を保持する保持部５２２と、を備えている。
【００３６】
　可動部５２１は、保持部５２２よりも厚み寸法が大きく形成される。この可動部５２１
は、フィルター平面視において、少なくとも反射膜設置面５１２Ａの外周縁の径寸法より
も大きい径寸法に形成されている。そして、この可動部５２１には、可動電極５６２及び
可動反射膜５５が設けられている。
　なお、固定基板５１と同様に、可動部５２１の固定基板５１とは反対側の面には、反射
防止膜が形成されていてもよい。このような反射防止膜は、低屈折率膜及び高屈折率膜を
交互に積層することで形成することができ、可動基板５２の表面での可視光の反射率を低
下させ、透過率を増大させることができる。
【００３７】
　可動電極５６２は、所定の電極間ギャップを介して固定電極５６１に対向し、固定電極
５６１と同一形状となる環状に形成されている。この可動電極５６２は、固定電極５６１
とともに静電アクチュエーター５６を構成する。また、可動基板５２には、可動電極５６
２の外周縁に接続された可動接続電極５６４が設けられている。この可動接続電極５６４
は、可動部５２１から、固定基板５１に設けられた接続電極溝（図示略）に対向する位置
に沿って、電装面５２４に亘って設けられており、電装面５２４において、内側端子部に
電気的に接続される可動電極パッド５６４Ｐを構成する。
【００３８】
　また、可動基板５２には、上述したように、固定接続電極５６５が設けられており、こ
の固定接続電極５６５は、バンプ電極５６５Ａを介して固定引出電極５６３に接続されて
いる。
【００３９】
　可動反射膜５５は、可動部５２１の可動面５２１Ａの中心部に、固定反射膜５４とギャ
ップＧ１を介して対向して設けられる。この可動反射膜５５としては、上述した固定反射
膜５４と同一の構成の反射膜が用いられる。
　なお、本実施形態では、上述したように、電極間ギャップが反射膜間ギャップＧ１の寸
法よりも大きい例を示すがこれに限定されない。例えば、測定対象光として赤外線や遠赤
外線を用いる場合等、測定対象光の波長域によっては、ギャップＧ１の寸法が、電極間ギ
ャップの寸法よりも大きくなる構成としてもよい。
【００４０】
　保持部５２２は、可動部５２１の周囲を囲うダイアフラムであり、可動部５２１よりも
厚み寸法が小さく形成されている。このような保持部５２２は、可動部５２１よりも撓み
やすく、僅かな静電引力により、可動部５２１を固定基板５１側に変位させることが可能
となる。この際、可動部５２１が保持部５２２よりも厚み寸法が大きく、剛性が大きくな
るため、保持部５２２が静電引力により固定基板５１側に引っ張られた場合でも、可動部
５２１の形状変化が起こらない。したがって、可動部５２１に設けられた可動反射膜５５
の撓みも生じず、固定反射膜５４及び可動反射膜５５を常に平行状態に維持することが可
能となる。
　なお、本実施形態では、ダイアフラム状の保持部５２２を例示するが、これに限定され
ず、例えば、フィルター中心点Ｏを中心として、等角度間隔で配置された梁状の保持部が
設けられる構成などとしてもよい。
【００４１】
　可動基板５２において、第一接合部５１３に対向する領域は、第二接合部５２３となる
。この第二接合部５２３には、第二接合膜５３２が設けられ、上述したように、第二接合
膜５３２が第一接合膜５３１に接合されることで、固定基板５１及び可動基板５２が接合
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される。
【００４２】
　［筐体の構成］
　図４に戻り、光学フィルターデバイス６００における筐体６１０の詳細な構成を説明す
る。
　図４に示すように、筐体６１０は、ベース６２０と、リッド６３０と、を備えている。
これらのベース６２０及びリッド６３０は、例えば、ガラス原料を高温で熔解し、急冷し
たガラスのかけらであるガラスフリット（低融点ガラス）を用いた低融点ガラス接合、エ
ポキシ樹脂等による接着などを利用でき、これにより、内部に収容空間が形成され、この
収容空間内に波長可変干渉フィルター５が収納される。
【００４３】
　　（ベースの構成）
　ベース６２０は、例えば薄板上のセラミックを積層することで構成され、台座部６２１
と、側壁部６２２とを備えている。
　台座部６２１は、フィルター平面視において例えば矩形状の外形を有する平板状に構成
されており、この台座部６２１の外周部から筒状の側壁部６２２がリッド６３０に向かっ
て立ち上がる。なお、本実施形態では、台座部６２１が矩形平板状であるため、これに対
応して側壁部６２２が四角筒状に構成される例を示すが、例えば、円筒形状等に形成され
ていてもよい。
【００４４】
　台座部６２１は、厚み方向に貫通する光通過孔６２３を備えている。この光通過孔６２
３は、台座部６２１に波長可変干渉フィルター５を収容した状態で、台座部６２１を厚み
方向から見た平面視において、反射膜５４，５５と重なる領域を含むように設けられてい
る。
　また、台座部６２１のリッド６３０とは反対側の面（ベース外側面６２１Ｂ）には、光
通過孔６２３を覆う本発明の透光部材である第一ガラス部材６２７が接合されている。
　台座部６２１と第一ガラス部材６２７との接合は、例えば低融点ガラス接合や接着剤に
よる接合等を利用できる。本実施形態では、収容空間内が減圧下に維持された状態で気密
に維持する。したがって、台座部６２１及び第一ガラス部材６２７は、低融点ガラス接合
を用いて接合されることが好ましい。
【００４５】
　また、台座部６２１のリッド６３０に対向する内面（ベース内側面６２１Ａ）には、波
長可変干渉フィルター５の各電極パッド５６４Ｐ，５６５Ｐに接続される内側端子部６２
４が設けられている。内側端子部６２４と、各電極パッド５６４Ｐ，５６５Ｐとは、例え
ばワイヤーボンディングにより、Ａｕ等のワイヤーを用いて接続される。なお、本実施形
態では、ワイヤーボンディングを例示するが、例えば、ＦＰＣ（Flexible Printed Circu
its）等を用いてもよい。
　また、台座部６２１は、内側端子部６２４が設けられる位置に、導通孔６２５が形成さ
れている。内側端子部６２４は、導通孔６２５を介して、台座部６２１のベース外側面６
２１Ｂに設けられた外側端子部６２６に接続されている。この外側端子部６２６は、回路
基板３３に電気的に接続される。
【００４６】
　側壁部６２２は、台座部６２１の縁部から立ち上がり、ベース内側面６２１Ａに載置さ
れた波長可変干渉フィルター５の周囲を覆っている。側壁部６２２のリッド６３０に対向
する面は、例えばベース内側面６２１Ａに平行な平坦面となる。
【００４７】
　そして、ベース６２０には、例えば接着剤等の固定材を用いて、波長可変干渉フィルタ
ー５が固定される。この際、波長可変干渉フィルター５は、台座部６２１に対して固定さ
れていてもよく、側壁部６２２に対して固定されていてもよい。固定材を設ける位置とし
ては、複数個所であってもよいが、固定材の応力が波長可変干渉フィルター５に伝達する
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のを抑制するべく、１か所で波長可変干渉フィルター５を固定することが好ましい。
【００４８】
　さらにベース６２０のベース外側面６２１Ｂの一部は、回路基板３３に例えばハンダ等
の接合部材３３３により接合される。この際、ベース外側面６２１Ｂに接合された第一ガ
ラス部材６２７と、回路基板３３に設けられた凹部３３１（後述）とのアライメントを行
い、第一ガラス部材６２７が凹部３３１内部に入り込むように、ベース６２０及び回路基
板３３が接合される。また、ベース外側面６２１Ｂに設けられた外側端子部６２６は、ハ
ンダにより回路基板３３の対応する端子部に接合することが好ましい。なお、ＡＣＰ（An
isotropic Conductive Paste）等の異方性導電性膜により外側端子部６２６を端子部に接
合してもよい。
【００４９】
　　（リッドの構成）
　リッド６３０は、ガラス平板であり、ベース６２０の側壁部６２２の端面に接合される
。リッド６３０及びベース６２０の接合方法としては、上述したように、低融点ガラス接
合等を用いることができる。
【００５０】
　　（波長可変干渉フィルターと透光部材との距離）
　上述のような光学フィルターデバイス６００において、波長可変干渉フィルター５の可
動基板５２と第一ガラス部材６２７との間の距離をＬ１、固定基板５１とリッド６３０と
の間の距離をＬ２とする。また、波長可変干渉フィルター５から出射される光の最大波長
（つまり、反射膜間ギャップＧ１が初期ギャップである場合における波長可変干渉フィル
ター５から出射される光の波長）をλＭａｘとする。
　本実施形態では、距離Ｌ１，Ｌ２は、出射最大波長λＭａｘの１０倍より大きい距離に
設定されており、より好ましくは１００倍以上に設定されている。すなわち、可動基板５
２と第一ガラス部材６２７との間で起こり得る光干渉により出射される光の波長域と、波
長可変干渉フィルター５から出射される光の波長域とは、互いに重ならず、異なる波長域
となっている。言い換えれば、距離Ｌ１，Ｌ２は、それぞれ、波長可変干渉フィルター５
から出射される光が可動基板５２及び第一ガラス部材６２７の間で干渉しない距離、固定
基板５１及びリッド６３０の間で干渉しない距離に設定されている。
【００５１】
　ここで、距離Ｌ１，Ｌ２を出射最大波長λＭａｘの１０倍以下である場合、可動基板５
２及び第一ガラス部材６２７の間、又は固定基板５１及びリッド６３０の間で発生する光
干渉の影響を強く受ける場合がある。例えば、図４に示すように、光学フィルターデバイ
ス６００のリッド６３０側から光が入射する場合、波長可変干渉フィルター５から出射さ
れた光が、可動基板５２及び第一ガラス部材６２７の間における光干渉により光量が減退
し、光センサー３４で受光される光の光量も減退する。あるいは、固定基板５１及び第一
ガラス部材６２７の間における光干渉により波長可変干渉フィルター５から出射させるべ
き目的波長の光の光量が減退する。
　これに対して、距離Ｌ１，Ｌ２を出射最大波長λＭａｘの１０倍以上に設定することで
、上記のような不都合を抑制でき、距離Ｌ１，Ｌ２を出射最大波長λＭａｘの１００倍以
上にすることで、より確実に上記不都合を抑制できる。これにより、光センサー３４によ
り高精度な光量測定を実施できる。
　なお、測光部３０をより小型化するためには、距離Ｌ１，Ｌ２を可能な限り小さくする
ことが好ましく、上述した条件内で最適な距離Ｌ１，Ｌ２を設定することが好ましい。
【００５２】
　［回路基板の構成］
　回路基板３３は、フロントパネル３１１に固定されている。
　この回路基板３３は、セラミック薄板が積層されることで形成され、光学フィルターデ
バイス６００における第一ガラス部材６２７に対応する部分が、他部に比べて、薄板積層
数が少なくなっている。これにより、回路基板３３は、第一ガラス部材６２７に対向する
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部分に、バックパネル３１２側からフロントパネル３１１側に凹状となる凹部３３１（本
発明の穴部）が形成されている。また、凹部３３１の周囲は、バックパネル３１２や光学
フィルターデバイス６００に対向する平面部３３２となる。
【００５３】
　回路基板３３の凹部３３１の底面には、光センサー３４が配置されている。
　光センサー３４は、入射光を受光し、受光量に応じた検出信号を制御部４０に出力する
。
　ここで上述したように、回路基板３３に光学フィルターデバイス６００を接合した際に
、第一ガラス部材６２７は、凹部３３１内に位置する。すなわち、第一ガラス部材６２７
は、平面部３３２のバックパネル３１２に対向する面を延長した仮想平面と、凹部３３１
とに囲われるスペースＳ内に位置する。
【００５４】
　回路基板３３の平面部３３２には、ＩＣやコンデンサー等の回路部品やこれらの回路部
品や光センサー３４を接続する回路、光学フィルターデバイス６００の外側端子部６２６
と接続される端子部、当該端子部に接続され、波長可変干渉フィルター５を駆動させるフ
ィルター駆動回路、光センサー３４を駆動させるセンサー駆動回路等が設けられている。
　また、回路基板３３は、画像表示装置１の制御部４０に接続され、光センサー３４にお
ける検出結果（検出された光の光量に基づいた検出信号）を制御部４０に出力する。
【００５５】
　また、回路基板３３の平面部３３２には、光学フィルターデバイス６００のベース６２
０のベース外側面６２１Ｂが接合部材３３３により接合されている。この接合部材３３３
は、例えばハンダ等の遮光性を有する素材により構成されており、凹部３３１を囲って設
けられている。これにより、光学フィルターデバイス６００及び平面部３３２の隙間から
凹部３３１内への光の侵入を抑制し、光センサー３４における迷光成分の受光が抑制され
る。
【００５６】
　　（光センサー及び第一ガラス部材の距離）
　第一ガラス部材６２７と光センサー３４との距離Ｌ３は、上述した距離Ｌ１、Ｌ２と同
様、出射最大波長λＭａｘの１０倍より大きい距離に設定されており、より好ましくは１
００倍以上に設定されている。すなわち、第一ガラス部材６２７と光センサー３４との間
で起こり得る光干渉により出射される光の波長域と、波長可変干渉フィルター５から出射
される光の波長域とは、互いに重ならず、異なる波長域となっている。言い換えれば、距
離Ｌ３は、波長可変干渉フィルター５から出射される光が第一ガラス部材６２７と光セン
サー３４との間で干渉しない距離に設定されている。
　本実施形態では、この距離Ｌ３は、回路基板３３の凹部３３１の溝深さにより規定され
ている。したがって、例えばスペーサ等の別部材を用いることがない。また、ハンダ等の
接合部材３３３の厚み寸法を制御する必要もないので、最小量の接合部材３３３により光
学フィルターデバイス６００を回路基板３３に接合できる。これにより、回路基板３３に
対する光学フィルターデバイス６００の傾斜、つまり、光センサー３４に対する波長可変
干渉フィルター５の傾斜を抑制することができる。
【００５７】
　［制御部の構成］
　図７は、本実施形態の画像表示装置１の概略構成を示すブロック図である。
　制御部４０は、図７に示すように、記憶部４１と、表示制御部４２と、測色処理部４３
と、色補正部４４と、を備えている。
　記憶部４１は、例えばハードディスクやメモリ等により構成されている。この記憶部４
１には、各種データとしては、波長可変干渉フィルター５の静電アクチュエーター５６に
印加する駆動電圧に対する、当該波長可変干渉フィルター５を透過する光の波長の関係を
示すＶ－λデータが記憶される。
　また、記憶部４１には、ディスプレイ１１に画像を表示させる際に、元画像の色データ
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をディスプレイ１１上で再現させるためのデータであり、各色データに対するディスプレ
イ１１を制御するためのパラメータ（例えば液晶パネルでは、ＲＧＢの各色の透過率を所
定値に設定するために液晶に印加する電圧等）を記憶したデバイスプロファイルデータが
記録される。
【００５８】
　表示制御部４２は、記憶部４１に記憶されたデバイスプロファイルデータに基づいて、
ディスプレイ１１を制御する。
　測色処理部４３は、記憶部４１に記憶されたＶ－λデータに基づいて、波長可変干渉フ
ィルター５の静電アクチュエーター５６を駆動させる。また、測色処理部４３は、光セン
サー３４を駆動させて、波長可変干渉フィルター５を透過した光の光量を取得する。
　色補正部４４は、取得したスペクトルに基づいて、デバイスプロファイルデータを補正
する。
【００５９】
　［本実施形態の作用効果］
　本実施形態の光学モジュール３では、回路基板３３に凹部３３１が設けられ、当該凹部
３３１の底面に光センサー３４が配置される。また、波長可変干渉フィルター５を収納さ
れた筐体６１０を有し、当該筐体６１０のベース６２０に設けられた光通過孔６２３を閉
塞する第一ガラス部材６２７を備えた光学フィルターデバイス６００が、回路基板３３の
平面部３３２に接合されている。さらに、この第一ガラス部材６２７が、フィルター平面
視において、凹部３３１よりも小さいサイズに形成され、凹部３３１内にスペースＳ内に
配置されている。そして、スペースＳ内に配置される第一ガラス部材６２７及び光センサ
ー３４の距離Ｌ３は、波長可変干渉フィルター５から出射される光の出射最大波長λＭａ

ｘが、第一ガラス部材６２７及び光センサー３４の間で光干渉しない距離に設定されてい
る。
【００６０】
　このような構成では、第一ガラス部材６２７及び光センサー３４において光干渉が生じ
た場合の干渉波長域と、波長可変干渉フィルター５から出射される光の波長域とが重なら
ない。したがって、波長可変干渉フィルター５から出射された光の光量が減退せず、光セ
ンサー３４において所望波長の光の光量を精度よく測定することができる。
　また、本実施形態では、回路基板３３の厚み（凹部３３１の深さ）を利用して、上記の
ような距離Ｌ３が設定される。このため、距離Ｌ３を設定するために、スペーサ等の他の
部材を設ける等の複雑な構成が不要となる。また、光学フィルターデバイス６００をハン
ダ等の接合部材３３３の厚み寸法を制御して距離Ｌ３を設定する場合では、光学フィルタ
ーデバイス６００が回路基板３３に対して傾斜することもあり、この場合、波長可変干渉
フィルター５と光センサー３４との位置関係がずれたり、波長可変干渉フィルター５に対
して垂直に光を入射できず、分解能が低下したりする場合がある。これに対して、本実施
形態では、接合部材３３３を最小量に抑えることができるため、上記のような不都合が発
生せず、測定精度を維持できる。
　すなわち、本実施形態では、構成の簡略化と、光センサー３４における高精度な測定処
理とを両立できる。これにより、画像表示装置１においても、検出された光量に基づいた
正確なスペクトルに基づいてディスプレイ１１のデバイスプロファイルデータを適切に補
正することができ、元画像データに対応した正確な色でディスプレイ１１を制御すること
ができる。
【００６１】
　本実施形態の光学モジュール３では、第一ガラス部材６２７及び光センサー３４の距離
Ｌ３が、波長可変干渉フィルター５における出射最大波長λＭａｘの１０倍以上であり、
好ましくは１００倍以上に設定されている。
　距離Ｌ３が１０倍未満の場合、第一ガラス部材６２７及び光センサー３４の間で発生す
る光干渉の影響により、波長可変干渉フィルター５からの出射光が減退するおそれがあり
、光センサー３４における測定精度が低下する可能性がある。これに対して、本実施液体
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では、上記距離Ｌ３を設定することで、より確実に光量減退を抑制でき、測定精度の低下
を抑制できる。
【００６２】
　また、本実施形態の光学モジュール３では、光学フィルターデバイス６００における、
波長可変干渉フィルター５及び第一ガラス部材６２７の間の距離Ｌ１や、波長可変干渉フ
ィルター５及びリッド６３０の間の距離Ｌ２も、上記距離Ｌ３と同様に、波長可変干渉フ
ィルター５における出射最大波長λＭａｘの１０倍以上、好ましくは１００倍以上に設定
されている。
　これにより、光学フィルターデバイス６００内における不要な光干渉の影響を除外する
ことができ、光量減退による測定精度の低下をより一層抑制できる。
【００６３】
　本実施形態の光学モジュール３では、回路基板３３の凹部３３１内に光センサー３４が
設けられている。このような構成では、構成の簡略化を図れる。また、凹部３３１の開口
部分を遮光することで、スペースＳ内への迷光の入射を抑制できる。
【００６４】
　本実施形態の光学モジュール３では、光学フィルターデバイス６００及び回路基板３３
を接合する接合部材３３３は、平面部３３２における凹部３３１の周囲を囲う領域に亘っ
て設けられている。したがって、接合部材３３３により凹部３３１内のスペースＳに、回
路基板３３及び光学フィルターデバイス６００の隙間から光が入射されず、迷光による測
定精度の低下を抑制できる。
【００６５】
［第二実施形態］
　次に、本発明に係る第二実施形態について、図面に基づいて説明する。
　上述した第一実施形態では、回路基板３３に本発明の穴部として凹部３３１が設けられ
、当該凹部３３１の底面に光センサー３４が配置される例を示した。これに対して、第二
実施形態では、回路基板３３が貫通孔を備え、当該貫通孔内に光センサー３４が配置され
る点で、上記第一実施形態と相違する。
【００６６】
　図８は、本発明の第二実施形態における測光部の概略構成を示す断面図である。なお、
以降の説明に当たり、上記第一実施形態と同様の構成については同符号を付し、その説明
を省略または簡略化する。
　図８に示すように、本実施形態の回路基板３３は、穴部として回路基板３３における平
面部３３２の法線方向に沿った貫通孔３３４が設けられている。すなわち、貫通孔３３４
に対応する位置に孔部が設けられたセラミック薄板を積層することで、貫通孔３３４を有
する回路基板３３が構成されている。貫通孔３３４が設けられる位置は、上記第一実施形
態における凹部３３１の位置と同じである。
【００６７】
　そして、回路基板３３における平面部３３２とは反対側の第二平面部３３５には、第二
基板３５が貫通孔３３４を覆って接合されている。この際、回路基板３３及び第二基板３
５を接合する接合部材３３６は、第二平面部３３５の貫通孔３３４の周囲を覆うように設
けられている。これにより、第二平面部３３５側から貫通孔３３４内部への光に入射を抑
制でき、光センサー３４における測定精度の低下を抑制できる。
【００６８】
　また、第二基板３５は、回路基板３３に設けられたセンサー駆動回路に接続されており
、光センサー３４からの検出信号は、第二基板３５から回路基板３３のセンサー駆動回路
を介して制御部４０に出力される。なお、第二基板３５内にセンサー駆動回路が設けられ
る構成などとしてもよい。
【００６９】
　［第二実施形態の作用効果］
　本実施形態では、回路基板３３に貫通孔３３４が設けられ、回路基板３３の第二平面部
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３３５に貫通孔３３４を閉塞する第二基板３５が設けられている。そして、第二基板３５
のバックパネル３１２に対向する側の面（貫通孔３３４に面する部分）に光センサー３４
が設けられている。
　このような構成では、回路基板３３の厚み寸法が小さく、例えば上記第一実施形態のよ
うな凹部３３１では、十分な寸法の距離Ｌ３を設定できない場合であっても、回路基板３
３の全体厚み寸法を利用することで適正な寸法の距離Ｌ３を設定することができる。
　また、第二基板３５が独立しているため、光センサー３４のメンテナンス等を実施しや
すく、部品交換等も実施しやすくなる。
【００７０】
［他の実施形態］
　なお、本発明は前述の実施形態に限定されるものではなく、本発明の目的を達成できる
範囲での変形、改良等は本発明に含まれるものである。
【００７１】
　例えば、上述した各実施形態では、リッド６３０としてガラス平板を用いる例を示すが
、これに限定されない。例えば、反射膜５４，５５に対向する領域に光通過孔が設けられ
た金属板と、光通過孔を覆うガラス部材とにより構成される構成などとしてもよい。リッ
ドとして金属板を用いる場合、ベース及びリッドの接合としては、例えばシーム接合等を
用いることができる。
【００７２】
　上述した各実施形態において説明した波長可変干渉フィルター５は、本発明の干渉フィ
ルターの一例であり、その他、様々な改良や変形を加えてもよい。例えば、反射膜５４，
５５上にＩＴＯ等により形成された電極膜を形成し、これらの電極膜の静電容量を検出す
ることで反射膜間ギャップＧ１の寸法を測定可能な構成としてもよく、電極膜を介して反
射膜５４，５５上の帯電を防止する構成としてもよい。また、静電アクチュエーター５６
としても、固定電極５６１及び可動電極５６２により構成された一重電極を例示したが、
例えば、同心円となる２つの固定電極、これらの固定電極に対向する２つの可動電極を用
いた二重電極構造などとしてもよい。
　また、ギャップ変更部として、静電アクチュエーター５６を例示するが、これに限定さ
れない。例えば固定電極や可動電極の代わりに誘導コイルを用い、磁力により反射膜間ギ
ャップＧ１の寸法を変更する誘導アクチュエーター等を用いてもよい。
【００７３】
　上記実施形態では、表示部１０からの光を測色するため、出射光の波長を変更可能な波
長可変干渉フィルター５を例示したが、これに限定されない。
　例えば、所定成分を分析するために、所定波長の光の光量測定のみを実施する成分分析
装置や、所定波長の光を出射させる光源等の電子機器において、反射膜間ギャップＧ１が
固定された干渉フィルターを用いてもよい。
　この場合、干渉フィルターの出射光に基づいて距離Ｌ１，Ｌ２，Ｌ３が設定されればよ
い。
【００７４】
　上記実施形態では、波長可変干渉フィルター５が光学フィルターデバイス６００に収納
された状態で回路基板３３に接合される例を示したが、例えば、回路基板３３に直接波長
可変干渉フィルター５を接合する構成などとしてもよい。この場合、波長可変干渉フィル
ター５の固定基板５１又は可動基板５２のうち、光センサー３４に対向する基板と光セン
サー３４との距離を、波長可変干渉フィルター５から出射される光の出射最大波長λＭａ

ｘに基づいて設定する。
【００７５】
　上記実施形態では、距離Ｌ１，Ｌ２，Ｌ３が出射最大波長λＭａｘの１０倍より大きい
例を示したが、これに限定されない。例えば、光学モジュールの利用目的に応じて、測定
精度の低下が許容される誤差範囲内であれば、例えば距離Ｌ１，Ｌ２，Ｌ３が出射最大波
長λＭａｘの１０倍以下となってもよい。
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【００７６】
　また、接合部材３３３，３３６を凹部３３１又は貫通孔３３４を囲うように配置する例
を示したが、これに限定されない。例えば、貫通窓３１４からの光が全て光学フィルター
デバイス６００に入射する場合等、貫通窓３１４以外からケース３１内に光が入射しない
場合では、接合部材３３３，３３６が一部の領域のみに設けられている構成などとしても
よい。この場合、接合部材３３３，３３６として遮光性を有する素材を用いなくてもよい
。
【００７７】
　その他、本発明の実施の際の具体的な構造は、本発明の目的を達成できる範囲で他の構
造等に適宜変更できる。
【符号の説明】
【００７８】
　１…画像表示装置（電子機器）、３…光学モジュール、５…波長可変干渉フィルター、
３０…測光部、３３…回路基板（基板）、３４…光センサー（受光素子）、３５…第二基
板、４０…制御部、５４…固定反射膜、５５…可動反射膜、５６…静電アクチュエーター
、３３１…凹部（穴部）、３３２…平面部、３３３…接合部材、３３４…貫通孔（穴部）
、３３５…第二平面部、３３６…接合部材、６００…光学フィルターデバイス、６１０…
筐体、６２０…ベース、６２３…光通過孔、６２７…第一ガラス部材（透光部材）、６３
０…リッド、Ｇ１…反射膜間ギャップ、Ｌ１…距離、Ｌ２…距離、Ｌ３…距離、Ｓ…スペ
ース。

【図１】 【図２】
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